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令和　　年　　月　　日
[bookmark: _GoBack]大分市長　足立　信也　様
大分県賃貸型応急住宅入居申込書

「令和７年１１月１８日大分市佐賀関の大規模火災に伴う大分県県賃貸型応急住宅実施要綱」を確認し、以下により入居を申し込みます。なお、この申込書に記載の内容について、事実に相違ありません。
【申込者】
	ふりがな
	
	生　年　月　日

	氏　名
	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	　　　 年　　月　　日

	住　所
（避難前の住所）
	〒



	現在の居住地
（避難施設等）
	現在の居住地について、下記のいずれか○をしてくだい。
　・避難所　・ホテル旅館　・自宅　・親戚、友人宅　・その他（　　　　　　　　　）

	
	※避難所名、ホテル旅館名を記載してください。
※親戚宅等に居住されている場合は、名前と住所等を記載してください。



	電話番号
	


※昼間に連絡がつく電話番号を記入してください。
【申込み住宅の概要】
・「入居希望物件概要書」（様式第１号の２）のとおりとする。
【入居希望期間】※審査の状況等により、希望と異なる期間での決定となる場合があります。
	期　　間
	令和　　年　　月　　日から
	　　令和　　年　　月　　日まで
（入居日から原則２年。応急修理を利用する場合は、申込日から最長６か月）



【入居予定者】申込者以外の入居予定者について記入してください。
	入居する親族等
	氏　名
	性別
	続柄
	生年月日
	年齢
	備　　考
(高齢者、障がい者、要介護等の
特記事項など)

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	


【被災状況等の確認】　該当する項目に☑を付けてください。
	１　被災した　住宅の状況
	□　住宅が全壊、全焼又は流失した。
□　住宅が「半壊以上」であっても住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
□　住宅が「半壊以上」であっても耐え難い悪臭等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない者
□　二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン（水道、電気、ガス、道路等）が途絶している、住宅が被害を受けて居住することが困難となり親族宅等に身を寄せているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できない
□　災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が
１か月を超えると見込まれる者
□　その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者

	２　資力要件
	自らの資力をもってしては、住宅を確保することができない。
□　はい　　　□　いいえ

	３　個人情報
	記載された個人情報を、被災者支援のため、他の行政機関等に提供することの同意
□　同意する　□　同意しない

	４　その他
	１　災害救助法が適用された市町村に、令和７年１１月１８日時点において在住していた。
　　□　はい　　　□　いいえ
２　災害救助法による被災した住宅の応急修理を申請していない。
　　□　はい　　　□　いいえ
３　既に応急仮設住宅の提供を受けていない。
　　□　はい　　　□　いいえ
４　申込者及び入居者が暴力団構成員等ではない。
□　はい　　　□　いいえ

	５　添付書類
	□　大分県賃貸型応急住宅入居申込書（様式第１号）
□　入居希望物件概要書（様式第１号の２）
□　同意書（様式第２号）又は　確約書（様式第３号）
□　誓約書（様式第４号）
□　住民票の写し（原本）（入居予定者全員分　続柄記載あり、マイナンバー記載なし）
□　罹災証明書　※　要綱第６条(2)①②③⑤⑥の場合。
□　申出書（様式第５号）　※　住家が全壊、全焼又は流失した方以外。
□　切替契約に係る同意書（様式第６号）　※　申込者が既に別途契約して民間賃貸住宅に入居している場合



【注意事項】
　・「賃貸型応急住宅」とは、民間の賃貸アパートなどを市町村が借り上げ、提供する住宅です。
　・賃料等は市町村が負担しますが、駐車場使用料、光熱水費、自治会費等は入居者負担となりま
す。
・賃貸型応急住宅に入居した場合、原則として、他の応急仮設住宅に入居（転居）はできません。
